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第111期
定時株主総会
招集ご通知

昨年から、株主総会ご出席株主様へのお土産の配布
を取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード 5218
2020年１月14日

株 主 各 位
神奈川県相模原市中央区小山１丁目15番30号
株 式 会 社 　 オ ハ ラ
代 表 取 締 役 齋 藤 弘 和社 長 執 行 役 員

　

第111期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第111期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、2020年１月29日（水曜日）午後４時55分（当社営業時間終了時）までに
到着するようご返送いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

敬 具
記
　

１．日 時 2020年１月30日（木曜日）午前10時
受付開始時間は午前９時を予定しております。

２．場 所 神奈川県相模原市緑区西橋本５丁目４番20号
サン・エールさがみはら ２階ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １． 第111期（2018年11月１日から2019年10月31日まで）事業報告、

連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２． 第111期（2018年11月１日から2019年10月31日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
第 １ 号 議 案 剰余金処分の件
第 ２ 号 議 案
第 ３ 号 議 案

取締役８名選任の件
監査役３名選任の件

以 上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.ohara-inc.co.jp/）に掲載
させていただきます。
　また、本招集ご通知に提供すべき書面のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」として表示
すべき事項につきましては、法令及び当社定款第14条の定めに基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（アドレス https://www.ohara-inc.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集
ご通知の提供書面には記載しておりません。
　なお、監査役会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査し
た連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほか、「連結注記表」及び「個別注
記表」も含んでおります。
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株主総会参考書類
　
第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　 期末配当に関する事項
　 第111期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案
　 いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
　（1）配当財産の種類
　 金銭といたします。
　（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。
　 なお、この場合の配当総額は366,413,430円となります。
　（3）剰余金の配当が効力を生じる日
　 2020年１月31日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役８名選任の件
　取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名
（うち社外取締役４名）の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者番号 氏 名 地 位 取締役会への出席状況

1 再 任 齋
さい

藤
とう

　弘和
ひろ かず

代表取締役社長執行役員 100.0％（12/12回）

2 再 任 中
なか

島
じま

　 隆
たかし

取締役専務執行役員 100.0％（12/12回）

3 再 任 青
あお

木
き

　哲也
てつ や

取締役常務執行役員 100.0％（12/12回）

4 再 任 後
ご

藤
とう

　直雪
なお ゆき

取締役常務執行役員 100.0％（10/10回）

5 新 任 社 外 市
いち

村
むら

　 誠
まこと

ー ー

6 再 任 社 外 戸
と

倉
くら

　 剛
ごう

取締役 83.3％（10/12回）

7 再 任
社 外

独立役員 内
うち

田
だ

　省寿
せい じゅ

取締役 100.0％（12/12回）

8 再 任
社 外

独立役員 軒
のき

名
な

　 彰
あきら

取締役 100.0％（10/10回）

（注）後藤直雪氏及び軒名彰氏については、当社取締役に就任した2019年1月30日以降に開催
された取締役会に関する出席状況を記載しております。
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1.
さい とう ひろ かず

齋藤 弘和 （1959年９月24日生） 再 任
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 当社 入社
1998年５月 当社 経営企画室長
2002年11月 小原光学（香港）有限公司 総経理
2002年12月 小原光学（中山）有限公司 総経理
2003年１月 当社 取締役
2005年１月 当社 常務取締役

小原光学（香港）有限公司 董事長
2009年１月 当社 代表取締役社長
2009年11月 台湾小原光学股份有限公司 董事長
2010年１月 OHARA OPTICAL（M）SDN. BHD. 会長

2010年２月 小原光学（中山）有限公司 董事長
2013年11月 当社 代表取締役社長 光製品事業部

長 兼 光製品関連子会社統括
台湾小原光学股份有限公司 董事長
OHARA OPTICAL（M）SDN. BHD.
会長
小原光学（香港）有限公司 董事長

2016年 1 月 当社 代表取締役社長執行役員 経営
全般（現在）

所有する当社の株式数 11,633株 取締役在任期間 17年 取締役会への出席状況100.0％（12／12回）
　

取締役候補者とした理由
齋藤弘和氏は、当社の経営企画部門、生産管理部門、営業部門、人事部門等の幅広い分野において豊富な業務
経験を有し、海外子会社の社長も務め、2009年1月より代表取締役社長として当社を牽引してきております。
このような実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営全般における
強いリーダーシップを引き続き発揮することを期待し、取締役候補者といたしました。

2.
なか じま たかし

中島 隆 （1960年５月22日生） 再 任
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1996年５月 ㈱日本FCI 入社
1997年２月 当社 入社
2004年４月 当社 経理部長
2005年１月 当社 取締役 管理本部経理部長
2006
2009

年
年
５
１
月
月

当社 取締役 経理部長
当社 常務取締役 経営企画・経理担
当 兼 経理部長

2013年１月 当社 常務取締役 経営管理担当
2013年11月 当社 常務取締役 管理センター長
2016

2019

年

年

１

１

月

月

当社 取締役常務執行役員 財務、管
理管掌 兼 管理センター長
当社 取締役専務執行役員 コーポレ
ート統括(現在）

所有する当社の株式数 4,608株 取締役在任期間 15年 取締役会への出席状況100.0％（12／12回）
　

取締役候補者とした理由
中島隆氏は、当社の財務部門、管理部門における豊富な業務経験を有し、2005年1月より当社取締役として取
締役会における協議、検討に積極的に貢献しております。このような実績を踏まえ、当社グループの持続的な
成長と中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート統括として強いリーダーシップを発揮することを期待
し、取締役候補者といたしました。
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3.
あお き てつ や

青木 哲也 （1958年９月28日生） 再 任
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 当社 入社
2000年11月 当社 材料生産センター技術部長
2002年９月 当社 商品開発部長
2004年４月 当社 研究開発部長
2006年５月 当社 人事部長
2008年１月 当社 取締役 人事部長
2011年１月 当社 常務取締役 業務監査、総務、

人事担当 兼 総務部長

2013年11月 当社 常務取締役 事業支援センター
長 兼 調達部長

2016

2019

年

年

１

１

月

月

当社 取締役常務執行役員 営業、マ
ーケティング、知的財産管掌
当社 取締役常務執行役員 営業、マ
ーケティング統括(現在）

所有する当社の株式数 4,608株 取締役在任期間 12年 取締役会への出席状況100.0％（12／12回）
　

取締役候補者とした理由
青木哲也氏は、当社の研究開発部門、技術部門、人事・総務部門等における豊富な業務経験を有し、2008年
１月より当社取締役として取締役会における協議、検討に積極的に貢献しております。このような実績を踏ま
え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた営業、マーケティング面を中心とした強
いリーダーシップを引き続き発揮することを期待し、取締役候補者といたしました。

4.
ご とう なお ゆき

後藤 直雪 （1965年２月22日生） 再 任
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1983年４月 当社 入社
2000年11月 当社 情報製品事業部技術部長
2005年１月 当社 製造技術部長
2010年６月 当社 研究開発第二部長
2011年１月 当社 取締役 研究開発担当 兼 研究

開発第二部長
2011

2013

年

年

３

11

月

月

当社 取締役 研究開発担当 兼 研究
開発部長
当社 取締役 特殊品事業部特殊品BU長

2016年１月 当社 取締役 退任
当社 上級執行役員 特殊品事業部長
Ohara Corporation 会長（現在）
OHARA GmbH 会長（現在）

2016年11月 当社 上級執行役員 特殊品事業部長
兼 特殊品技術部長

2019年１月 当社 取締役常務執行役員 生産、技
術、知的財産統括 兼 特殊品事業部
長（現在）

所有する当社の株式数 3,591株 取締役在任期間 １年 取締役会への出席状況100.0％（10／10回）
　

取締役候補者とした理由
後藤直雪氏は、当社の研究開発部門、技術部門等における豊富な業務経験を有し、エレクトロニクス事業を統
括し、2019年1月より当社取締役として取締役会における協議、検討に積極的に貢献しております。このよう
な実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた技術、研究開発面を中心と
した強いリーダーシップを引き続き発揮することを期待し、取締役候補者といたしました。
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5.
いち むら まこと

市村 誠 （1967年５月12日生） 新 任 社 外
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1991年４月 ㈱服部セイコー（現・セイコーホー

ルディングス㈱）入社
2010年４月 ㈱和光 総務部長
2013年５月 セイコーホールディングス㈱ 秘書室長
2015年２月 同社 秘書・広報部長

2016年６月 同社 秘書室長（現在）
2018年６月 同社 秘書室・総務部統括部長
2019年６月 同社 取締役（現在）
［重要な兼職の状況］
セイコーホールディングス㈱ 取締役

所有する当社の株式数 0株 社外取締役在任期間 ー 取締役会への出席状況 ー
　

社外取締役候補者とした理由
市村誠氏は、セイコーホールディングス㈱の経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識等を活かして当社
の経営全般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレートガバナンスの一層の強
化に寄与することが期待できると判断し、新たに当社の社外取締役候補者といたしました。
　

6.
と く ら ごう

戸倉 剛 （1958年12月22日生） 再 任 社 外
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 キヤノン㈱ 入社
2006年 7 月 同社 イメージコミュニケーション事

業本部カメラ開発センターカメラ第
一開発部長

2011年１月 同社 イメージコミュニケーション事業
本部カメラ事業部カメラ商品企画部長

2013年１月 同社 イメージコミュニケーション事
業本部ICP第二開発センター所長

2014年１月 同社 イメージコミュニケーション事
業本部ICP第二事業部長

2016年４月 同社 執行役員
同社 イメージコミュニケーション事
業本部長（現在）

2017年１月 当社 社外取締役（現在）
2019年４月 キヤノン㈱ 常務執行役員（現在）
［重要な兼職の状況］
キヤノン㈱ 常務執行役員イメージコミュニケーショ
ン事業本部長

所有する当社の株式数 0株 社外取締役在任期間 ３年 取締役会への出席状況 83.3％（10／12回）
　

社外取締役候補者とした理由
戸倉剛氏は、キヤノン㈱における、経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識等を活かして当社の経営全
般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化に寄与
することが期待できると判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。

2019年12月19日 17時14分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 8 ―

7.
うち だ せい じゅ

内田 省寿 （1950年12月２日生） 再 任 社 外 独立役員
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1974年４月 三井造船㈱（現・㈱三井E&Sホール

ディングス） 入社
2004年６月 三造メタル㈱（現・三井ミーハナイ

ト・メタル㈱） 代表取締役社長
2007年６月 三井ミーハナイト・メタル㈱ 代表取

締役社長
2009年12月 エム・イー・エス・アフティ㈱

（現・JSWアフティ㈱） 代表取締役社長

2014年４月 三井造船㈱（現・㈱三井E&Sホール
ディングス）機械システム事業本部
長補佐、特命担当

2016年１月 当社 社外取締役（現在）
2016年 4 月 三井ミーハナイト・メタル㈱ アドバイザー

所有する当社の株式数 0株 社外取締役在任期間 ４年 取締役会への出席状況100.0％（12／12回）
　

社外取締役候補者とした理由
内田省寿氏は、三井ミーハナイト・メタル㈱及びエム・イー・エス・アフティ㈱（現・JSWアフティ㈱）にお
ける、経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、
経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判
断し、当社の社外取締役候補者といたしました。
　

8.
のき な あきら

軒名 彰 （1958年１月20日生） 再 任 社 外 独立役員
　

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 日興証券㈱（現・SMBC日興証券㈱）

入社
2005年２月 日興コーディアル証券㈱（現・

SMBC日興証券㈱） 取締役 ダイレ
クトマーケティング担当

2006年２月 同社 執行役員 ダイレクトマーケテ
ィング担当

2009年10月 同社 常務執行役員 東日本・首都圏
東本部長

2011

2014

年

年

３

３

月

月

同社 常務執行役員 西日本・近畿法
人統轄
SMBC日興証券㈱ 専務取締役 営業
統轄 兼 総合法人本部長

2016年４月 日興システムソリューションズ㈱ 代
表取締役会長

2017年６月 日本郵便㈱ 社外取締役（現在）
2018年６月 上光証券㈱（現・北洋証券㈱）代表

取締役副社長
2018年７月 ビジネスコーチ㈱ 社外取締役（現在）
2019年１月 当社 社外取締役（現在）
2019年６月 北洋証券㈱ 代表取締役会長（現在）
［重要な兼職の状況］
北洋証券㈱ 代表取締役会長

所有する当社の株式数 0株 社外取締役在任期間 １年 取締役会への出席状況100.0％（10／10回）
　

社外取締役候補者とした理由
軒名彰氏は、SMBC日興証券㈱、日興システムソリューションズ㈱及び北洋証券㈱における、経営者としての
豊富な知識・経験と幅広い見識等を活かして当社の経営全般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の
維持向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判断し、当社の社外取締役
候補者といたしました。
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（注）１.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.市村誠氏、戸倉剛氏、内田省寿氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。
３.内田省寿氏及び軒名彰氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
届け出ております。

４.戸倉剛氏は、当社の特定関係事業者であるキヤノン㈱の業務執行者であります。
５.当社は、戸倉剛氏、内田省寿氏及び軒名彰氏との間で会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責
任限度額としており、3氏の再任が承認された場合は、3氏との間で当該契約を継続
する予定であります。また、市村誠氏の選任が承認された場合には、同氏との間で
当該契約を締結する予定であります。

６.所有する当社の株式数には、2019年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでお
ります。
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第３号議案　監査役３名選任の件
監査役久保田桂詞、三上誠一及び長島和彦の３氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり
ます。つきましては、監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

1.
はら だ よし ひろ

原田 洋宏 （1961年12月11日生） 新 任
　

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1984年４月 ㈱服部セイコー（現・セイコーホー

ルディングス㈱）入社
2006年１月 当社 入社
2009年２月 当社 経営企画部長

2011年６月 当社 調達部長
2013年11月 当社 管理センター経営管理部長
2016年１月 当社 執行役員 管理センター管理部長
2016年12月 ㈱オハラ・クオーツ 取締役

所有する当社の株式数 3,536株 監査役在任期間 ー 取締役会への出席状況
監査役会への出席状況

ー
ー

　

監査役候補者とした理由
原田洋宏氏は、長年にわたり経営企画業務に携わるとともに、子会社の取締役を務め、その経歴を通じて培わ
れた知識・経験や見識等を活かして当社経営全般に対する監査機能を発揮していくことを期待し、新たに当社
の監査役候補者といたしました。

2.
たか ぎ はる ひこ

髙木 晴彦 （1959年１月10日生） 新 任 社 外
　

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1982年４月 ㈱服部時計店（現・セイコーホール

ディングス㈱）入社
2004年６月 セイコー㈱（現・セイコーホールデ

ィングス㈱）経理部長
2007年１月 当社 社外監査役
2007年６月 セイコー㈱ （現・セイコーホールデ

ィングス㈱）取締役
2009年11月 セイコーオプティカルプロダクツ㈱

経理財務本部長

2010年５月 同社 取締役
2011年１月 当社 社外監査役 退任
2014年４月 セイコーソリューションズ㈱ 常勤監査役
2016年６月 セイコーホールディングス㈱ 常勤監

査役（現在）
［重要な兼職の状況］
セイコーホールディングス㈱ 常勤監査役

所有する当社の株式数 0株 社外監査役在任期間 ー 取締役会への出席状況
監査役会への出席状況

ー
ー

　

社外監査役候補者とした理由
髙木晴彦氏は、セイコーホールディングス㈱ならびにセイコーオプティカルプロダクツ㈱において長年にわた
り経理業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識・経験や見識等を活かして当社経営全般に対する
監査機能を発揮していただくことを期待し、新たに当社の社外監査役候補者といたしました。
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3.
なが しま かず ひこ

長島 和彦 （1962年８月22日生） 再 任 社 外
　

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1985年４月 キヤノン㈱入社
2010年１月 同社 経理本部グローバル経理統括

センター担当部長
2010年12月 同社 経理本部グローバル経理統括

センター経理部長
2013

2015

年

年

１

７

月

月

同社 経理本部財務経理統括センタ
ー経理部長
同社 経理本部財務経理統括センタ
ー副所長

2016年４月 同社 経理本部財務経理統括センタ
ー所長（現在）

2017
2018
2018

年
年
年

４
１
４

月
月
月

同社 執行役員（現在）
当社 社外監査役（現在）
キヤノン㈱ 経理本部副本部長（現在）

［重要な兼職の状況］
　キヤノン㈱ 執行役員経理本部副本部長

所有する当社の株式数 0株 社外監査役在任期間 ２年 取締役会への出席状況
監査役会への出席状況

100.0％（12／12回）
100.0％（10／10回）

　

社外監査役候補者とした理由
長島和彦氏は、キヤノン㈱において長年にわたり経理業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識・
経験や見識等を活かして当社経営全般に対する監査機能を発揮していただくことを期待し、当社の社外監査役
候補者といたしました。

　

（注）１. 原田洋宏氏は、当社の子会社である㈱オハラ・クオーツの取締役でありましたが、
2019年12月20日付で同職を辞任となりました。

２. 原田洋宏氏、髙木晴彦氏及び長島和彦氏と当社との間には特別の利害関係はあり
ません。

３. 髙木晴彦氏及び長島和彦氏は、社外監査役候補者であります。
４. 長島和彦氏は、当社の特定関係事業者であるキヤノン㈱の業務執行者であります。
５. 当社は、長島和彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額として
おり、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定で
あります。また、原田洋宏氏及び髙木晴彦氏の選任が承認された場合には、両氏
との間で当該契約を締結する予定であります。
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（ご参考）

　本議案が承認可決されますと、監査役会の体制は次のとおりとなる予定であります。

候補者番号 氏 名 地 位 監査役在任期間

1 新 任 原
はら

田
だ

　洋宏
よし ひろ

常勤監査役 ー

2 新 任

社 外 髙
たか

木
ぎ

　晴彦
はる ひこ

監査役 ー

3 再 任

社 外 長
なが

島
しま

　和彦
かず ひこ

監査役 ２年

－
現 任

社 外

独立役員
杉
すぎ

田
た

　光義
みつ よし

監査役 ９年

以 上
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（提供書面）
　

事 業 報 告
　

（2018
2019

年
年
11
10
月
月
１
31
日から
日まで）

　

１．企業集団の現況
（1） 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における世界経済は、アジアやヨーロッパの中に弱い動きが見られた
ものの、全体としては緩やかに回復しました。アジア地域の経済は、中国では米中通商
摩擦の影響などにより景気が緩やかに減速し、その他の地域でも弱い動きが見られまし
た。米国の経済は、設備投資に減速感が見られたものの、個人消費が増加したことなど
を背景に、景気は回復が続きました。欧州経済は、景気は一部に弱さが見られたものの、
緩やかに回復しました。日本経済は、輸出を中心に弱さが見られたものの、景気は緩や
かに回復しました。
当社グループの光事業の関連市場では、デジタルカメラは、コンパクトタイプ、レン
ズ交換式タイプともに需要が減少しました。一方、エレクトロニクス事業の関連市場で
は、露光装置は、FPD向けは弱含みで推移したものの、半導体向けは堅調に推移しまし
た。
なお、当連結会計年度における米ドル及びユーロの平均為替レートは、109.68円及び
123.30円となり、前年度に比べて米ドルが約0.7％の円高、ユーロは約6.0％の円高で推
移しました。
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このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、次のとおりとなりました。
売上高は、光事業において光学機器用レンズ材の需要が減少したほか、エレクトロニ

クス事業において耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス「ナノセラムTM」の販売が
減少したことなどから、23,407百万円（前年度比17.1％減）となりました。
損益面では、売上総利益は、生産設備の稼働が低下したことなどから、7,012百万円

（同24.5％減）となりました。販売費及び一般管理費は、運送費など一部経費が減少した
ものの、貸倒損失を計上したことなどにより、6,111百万円（同1.5％増）となり、営業
利益は901百万円（同72.5％減）となりました。経常利益は、営業外収益として受取配
当金を計上したことなどにより、1,146百万円（同69.1％減）となりました。また、親
会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益を計上した一方、
特別損失として関係会社整理損を計上したことなどにより、466百万円（同85.5％減）
となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、事業別の利益又は損失の測定方法を変更しております。

以下の前年度との比較分析において、前年度の事業別の利益は変更前の測定方法によっ
ております。
（光事業）
　当事業の主力製品であります光学プレス品は、新製品の販売に努めたものの、光学プ
レス品の販売が低調に推移したことから、売上高は11,636百万円（前年度比21.8％減）
となりました。また、光学ブロック品の売上高は2,569百万円（同6.3％減）となりました。
これらの結果、当事業の売上高は14,205百万円（同19.4％減）、営業利益は82百万円

（同94.0％減）となりました。
（エレクトロニクス事業）
　特殊品は、スマートフォン向け耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス「ナノセラ
ムTM」や半導体露光装置向け高均質ガラスの販売が減少したことなどから、売上高は
5,352百万円（前年度比20.8％減）となりました。また、石英ガラスは、半導体露光装
置やFPD露光装置向けの販売が減少したものの、半導体フォトマスクやプロジェクター
向けの販売が増加したことなどから、売上高は3,848百万円（同0.4％増）となりました。
これらの結果、当事業の売上高は、9,201百万円（同13.2％減）、営業利益は818百万
円（同56.9％減）となりました。

2019年12月19日 17時14分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 15 ―

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は1,432百万
円で、その主なものは次のとおりであります。
イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

・エレクトロニクス事業 当社本社工場 特殊ガラス製造設備

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
・光事業 当社本社工場 光学ガラス製造設備

　
③ 資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達は、自己資金のほか金融機関からの借入により充当
いたしました。

　
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

　
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

　
⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

　
⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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（2） 直前３事業年度の財産及び損益の状況
　

区 分 第 108 期
（2016年10月期）

第 109 期
（2017年10月期）

第 110 期
（2018年10月期）

第 111 期
（当連結会計年度）
（2019年10月期）

売 上 高（百万円） 21,329 24,628 28,221 23,407
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）（百万円） △84 2,242 3,705 1,146

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△）

（百万円） △372 1,513 3,220 466

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) （円） △15.31 62.23 132.37 19.16

総 資 産（百万円） 50,161 54,433 58,221 55,036

純 資 産（百万円） 37,040 41,204 44,040 41,813

１株当たり純資産額 （円） 1,522.70 1,693.90 1,810.47 1,717.98
　

（注）１.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数から期中平均自
己株式数を控除した株式数により算出しております。

２.資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式を「１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失（△）」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め
ております。また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含め
ております。

３. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に伴う、
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号2018年３月26日）を
当連結会計年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、前連結会計年度の金額は組替後の金額で
表示しております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。

　
② 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資本金又は出資金
当 社 の
議 決 権
比 率

主 要 な 事 業 の 内 容

台湾小原光学股份有限公司 40,000千新台湾ドル 100.0％ 光学プレス品の製造販売
台湾小原光学材料股份有限公司 500,000千新台湾ドル 100.0％ 光学ガラスの製造
OHARA OPTICAL (M）SDN.BHD. 7,800千マレーシアリンギット 100.0％ 光学プレス品の製造販売
株式会社オーピーシー 160,000千円 100.0％ 精密研磨加工
株式会社オハラ･クオーツ 310,000千円 78.9％ 石英ガラスの製造販売
足柄光学株式会社 36,000千円 100.0％ 光学プレス品の製造販売
Ohara Corporation 300千米ドル 100.0％ 光製品・エレクトロニクス製品の販売
OHARA GmbH 51千ユーロ 100.0％ 光製品・エレクトロニクス製品の販売
小原光学（香港）有限公司 7,000千香港ドル 100.0％ 光学プレス品の販売

小原光学（中山）有限公司 5,050千米ドル 100.0％
(100.0％) 光学プレス品の製造販売

　

（注）１.議決権比率の（ ）内は、間接所有割合を内書しております。
２.足柄光学株式会社は、清算手続き中の会社であります。
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（4）対処すべき課題
今後の経営環境につきましては、世界経済は、米中通商摩擦を巡る緊張や英国のEU離脱
の行方などが懸念されるものの、全体としては緩やかな回復が続くものと見込まれます。ア
ジア地域では、中国経済は、通商摩擦の影響などが懸念され、緩やかな減速が続くものと見
込まれます。米国経済は、通商摩擦や政策動向などの影響が懸念されるものの、景気の回復
が続くものと見込まれます。欧州では、英国のEU離脱問題の影響などが懸念されるものの、
景気は緩やかな回復傾向で推移するものと見込まれます。日本経済は、輸出を中心に弱さが
残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復が続くものと見込まれま
す。
当社グループの光事業の関連市場では、デジタルカメラ市場は、コンパクトタイプ、レン

ズ交換式タイプともに需要の減少が続くものと見込まれます。一方、プロジェクター、監視
カメラ、車載カメラなどの分野では、高精細化などの進展により、品質の高い光学ガラスに
対するニーズが高まるものと見込まれます。エレクトロニクス事業の関連市場においては、
露光装置は、半導体向け、FPD向けともに回復基調となる見込みです。また、第５世代移動
通信システム（5G）の環境整備に向けた設備投資や、宇宙関連産業の需要拡大が見込まれ
ます。

事業別の主要施策は次のとおりであります。
（光事業）
デジタルカメラ市場の縮小に伴い、光学ガラス需要の大幅な伸びは期待しづらいことか

ら、ガラスモールドレンズなど付加価値の高いレンズ加工品の販売比率を高めることで、売
上規模を確保していきます。また、モバイル、モビリティ、セキュリティ、プロジェクタ
ー、メディカル、シネマなど、デジタルカメラ以外の用途に向けたマーケティング活動や拡
販活動を展開するとともに、こうした用途に向けた特徴的な新製品の開発を進めていきま
す。
（エレクトロニクス事業）
最も注力している耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス「ナノセラムTM」は、顧客ニ
ーズに対応した改良を迅速に進めることで、需要の獲得を目指します。また、露光装置、光
通信関連及び宇宙・天文向けについては、需要動向を的確に捉えるとともに、アジア地域で
の拡販活動を強化します。リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス「LICGCTM」は、全固
体電池における実用レベルの特性実現を目指すとともに、液系リチウムイオン電池の特性向
上につながる添加材としての採用実績形成を進めていきます。
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これら施策の実現に向け、当社グループは、第112期を最終年度とする３ヵ年の中期経営
計画を策定しています。
本中期経営計画では、第101期に掲げた「長期ビジョン2020」の最終期間となることか
ら「OHARA VISION 2020 & BEYOND」と題し、2020年のみならず2020年以降の
“飛躍” へ向けて、更なる財務体質の改善と、次世代の成長戦略を推進する「再成長軌道へ
の回帰」を目指し活動をしています。
しかしながら、本中期経営計画の２年目となる第111期は、デジタルカメラ市場の縮小や

「ナノセラム™」の商流確立の遅れなどにより、数値目標は未達となり、最終年度である第
112期の目標指標も下記のとおりといたします。

目標指標（第112期）
売上高 228億円以上
営業利益 ８億円以上
総資産有利子負債比率 9.0％以下
エレクトロニクス事業売上高比率 45.0％以上

このような中、当社グループとしては、上記施策を遂行することで、将来の収益基盤を着
実に築いていきます。これら成長戦略の加速と実効性向上を推進するため、「グローバル市
場開拓推進室」を新設するとともに、グループ全社横断の「グローバル市場開拓プロジェク
ト」を発足し、マーケティング機能の強化を図ります。また、光学ガラス需要の縮小を踏ま
え、生産体制の再構築を進めるとともに、人員配置の最適化を行っていきます。
更に、当社グループが今後進むべき道や未来のありたい姿を明確化すべく、コーポレー

ト・メッセージの策定を行いました。以下の理念のもと、当社グループは、コーポレートガ
バナンス（企業統治）の強化を図り、企業として社会に貢献できるよう努めるとともに、国
際連合で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献すべく取り組んでまいりま
す。具体的には、リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス「LICGCTM」の拡販を通じて、
リチウムイオン電池の進化と次世代電池の実現への貢献を目指すほか、イノベーションの促
進に寄与する新規素材の開発を推進します。また、ものづくりの現場においては、製造効率
の向上による環境負荷低減を進めるとともに、安全・安心な労働環境の整備と労働生産性の
向上を図ります。株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお
願い申しあげます。
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経営理念

オハラグループは、常に個性的な新しい価値を創造して、強い企業を構築し、
オハラグループ全員の幸福と社会の繁栄に貢献します。

オハラが願う
未来・社会の姿

オハラの
使命

オハラの提供価値

価値観・姿勢

ブランドスローガン

ひかる素材で、未来をひらく
安心で快適な生活。

創造と希望にあふれた社会。
健やかな地球。

いつの時代も新たな素材の可能性を追求し、
多様なパートナーとともにかたちにすることで、
「生活・文化の向上」「フロンティア開拓」
「地球環境の改善」に貢献する。

ひかる素材で、お客様の「できる」につなげる。

真摯に向き合う
妥協なきものづくり

挑戦のグッドサイクルを回す
All OHARAでいく

互いに認め合い、成長しよう

コーポレート・メッセージ
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（5）主要な事業内容（2019年10月31日現在）
　

事 業 区 分 主 要 製 品
光 事 業 光学ガラス素材、光学機器用レンズ材
エレクトロニクス事業 極低膨張ガラスセラミックス、その他特殊ガラス、石英ガラス
　
（6）主要な営業所及び工場（2019年10月31日現在）

　

当 社 本社及び工場 神奈川県相模原市中央区
台 湾 小 原 光 学 股 份 有 限 公 司 本社及び工場 中華民國台中市
台湾小原光学材料股份有限公司 本社及び工場 中華民國雲林県
OHARA OPTICAL (M) SDN.BHD. 本社及び工場 マレーシア マラッカ
小 原 光 学 （香 港） 有 限 公 司 本社 香港
小 原 光 学 （中 山） 有 限 公 司 本社及び工場 中華人民共和国広東省
株 式 会 社 オ ハ ラ ・ ク オ ー ツ 本社及び工場 和歌山県和歌山市
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（7）使用人の状況（2019年10月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

　

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
光 事 業 1,311 （100）名 △101 （△14）名
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 事 業 243 （61）名 1 （0）名
共 通 52 （5）名 4 （1）名
合 計 1,606 （166）名 △96 （△13）名

　

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

　
② 当社の使用人の状況

　

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
436（71）名 25（12）名 41.6歳 16.6年

　

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

　
（8）主要な借入先の状況（2019年10月31日現在）

　

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 954,800 千円
株 式 会 社 横 浜 銀 行 913,050 千円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 560,000 千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 550,000 千円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 400,000 千円
　
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2019年10月31日現在）
① 発行可能株式総数 76,000,000株
② 発行済株式の総数 25,450,000株
③ 株主数 9,201名
④ 大株主（上位10名）

　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
セ イ コ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 4,702千株 19.32％
キ ヤ ノ ン 株 式 会 社 4,694千株 19.29％
京 橋 起 業 株 式 会 社 4,688千株 19.26％
三 光 起 業 株 式 会 社 1,651千株 6.78％
株 式 会 社 ト プ コ ン 673千株 2.77％
セ イ コ ー イ ン ス ツ ル 株 式 会 社 610千株 2.51％
オ リ ン パ ス 株 式 会 社 400千株 1.64％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 273千株 1.12％
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 264千株 1.09％
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口 ５） 157千株 0.65％

　

（注）１.当社は自己株式を1,110千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３.自己株式には、「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の導入に伴い資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）が保有する当社株式88千株が含まれております。

　
（2）新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2019年10月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 齋 藤 弘 和 経営全般
取 締 役
専 務 執 行 役 員 中 島 隆 コーポレート統括
取 締 役
常 務 執 行 役 員 青 木 哲 也 営業、マーケティング統括
取 締 役
常 務 執 行 役 員 後 藤 直 雪 生産、技術、知的財産統括 兼 特殊品事業部長

取 締 役 大 熊 右 泰 セイコーホールディングス㈱専務取締役

取 締 役 戸 倉 剛 キヤノン㈱常務執行役員イメージコミュニケーション事業
本部長

取 締 役 内 田 省 寿
取 締 役 軒 名 彰 北洋証券㈱代表取締役会長
常 勤 監 査 役 久保田 桂 詞
監 査 役 三 上 誠 一 セイコーホールディングス㈱常勤監査役
監 査 役 長 島 和 彦 キヤノン㈱執行役員経理本部副本部長
監 査 役 杉 田 光 義 弁護士法人原後綜合法律事務所 代表社員弁護士

　

（注）１.取締役大熊右泰氏、戸倉剛氏、内田省寿氏及び軒名彰氏は、社外取締役であります。
２.監査役三上誠一氏、長島和彦氏及び杉田光義氏は、社外監査役であります。
３.常勤監査役久保田桂詞氏は、当社の内部統制部門における長年の経験があり、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

４.監査役三上誠一氏は、他の会社の経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

５.監査役長島和彦氏は、他の会社の経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

６.当社は、東京証券取引所に対して、取締役内田省寿氏、軒名彰氏及び監査役杉田光義氏を独立役員
とする独立役員届出書を提出しております。
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② 事業年度中に退任した取締役
　

氏 名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の
状況

関 戸 仁 2019年１月30日 任期満了 取締役専務執行役員
生産、技術管掌

小 泉 達 也 2019年１月30日 任期満了 社外取締役
㈱オプトラン相談役

　
③ 責任限定契約の内容の概要
　 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第
　423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償
　責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の額
　

区 分 人 員 報 酬 等 の 額
取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

　 10
(5)
名 161,436

（ 19,200)
千円

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

4
(3)
名 32,880

（ 14,400)
千円

合 計
（う ち 社 外 役 員）

14
（8)

名 194,316
（ 33,600)

千円

　

（注）１.上記には、2019年１月30日開催の第110期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名
（うち社外取締役1名）を含んでおります。

２.取締役の報酬限度額は、2011年１月28日開催の第102期定時株主総会において年額250百万円以
内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３.監査役の報酬限度額は、2011年１月28日開催の第102期定時株主総会において年額40百万円以内
と決議いただいております。

４.上記報酬等の額には、2016年1月28日開催の第107期定時株主総会において決議いただいた株式給
付信託制度による当事業年度における株式給付引当金の繰入額（40,256千円）を含めております。
また、株式給付信託制度に基づき、退任取締役1名（社外取締役を除く）に対し、16,134千円を支
給しております。なお、株式給付信託制度につきましては、２.に記載の報酬とは別枠で決議いただ
いております。

５.当社は、2016年1月28日開催の第107期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退
職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員
退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決
議しております。

６.取締役については、業績に対する経営責任を明確にする観点から、固定的な報酬の他に、業績連動
の報酬を支給することとしており、業績連動報酬金額については、3,200千円支払うことを取締役会
で決議しております。
上記の取締役の報酬等には、取締役4名（社外取締役を除く）に対し業績連動報酬繰入額（4,400千
円）を含めております。
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⑤ 社外役員に関する事項（2019年10月31日現在）
イ．社外役員の重要な兼職先と当社との関係

　

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 先 当 社 と の 関 係

社外取締役 大 熊 右 泰 セイコーホールディングス㈱
専務取締役

当社に対する持株比率が19.32％と筆頭株
主でありますが、製品販売等の取引関係は
ありません。

社外取締役 戸 倉 剛
キヤノン㈱
常務執行役員イメージコミュニケ
ーション事業本部長

当社に対する持株比率が19.29％と筆頭株
主につぐ大株主であり、かつ製品販売等の
取引関係があります。

社外取締役 内 田 省 寿 － －

社外取締役 軒 名 彰 北洋証券㈱
代表取締役会長 特別の関係はありません。

社外監査役 三 上 誠 一 セイコーホールディングス㈱
常勤監査役

当社に対する持株比率が19.32％と筆頭株
主でありますが、製品販売等の取引関係は
ありません。

社外監査役 長 島 和 彦 キヤノン㈱
執行役員経理本部副本部長

当社に対する持株比率が19.29％と筆頭株
主につぐ大株主であり、かつ製品販売等の
取引関係があります。

社外監査役 杉 田 光 義 弁護士法人原後綜合法律事務所
代表社員弁護士 特別の関係はありません。
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ロ．社外役員の主な活動状況
　

氏 名 地 位
出席状況

取締役会及び監査役会における発言の状況
取締役会 監査役会

大 熊 右 泰 取締役 91.6％
11／12回 －

経営全般における豊かな経験と高い見識に基づく観点
から、内部統制について意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な
助言・提言を適宜行っております。

戸 倉 剛 取締役 83.3％
10／12回 －

経営及び技術全般における豊かな経験と高い見識に基
づく観点から、事業戦略や新規市場開拓の方向性等に
ついて意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための必要な助言・提言を適宜
行っております。

内 田 省 寿 取締役 100.0％
12／12回 －

経営全般における豊かな経験と高い見識に基づく観点
から、また独立役員として、中期経営計画や技術・開
発の方向性等について意見を述べるなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助
言・提言を行っております。この他に任意の諮問会議
２回すべてに出席し、適切な助言を行っております。

軒 名 彰 取締役 100.0％
10／10回 －

経営全般における豊かな経験と高い見識に基づく観点
から、また独立役員として、内部統制について意見を
述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための必要な助言・提言を行っております。
この他に任意の諮問会議２回すべてに出席し、適切な
助言を行っております。

三 上 誠 一 監査役 100.0％
12／12回

100.0％
10／10回

財務及び会計に関する相当程度の知見と高い見識に基
づく観点から、取締役会において適宜発言を行い、必
要に応じて説明を求め、また監査役会において適宜質
問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務の執
行に対する適切な監査を行っております。

長 島 和 彦 監査役 100.0％
12／12回

100.0％
10／10回

財務及び会計に関する相当程度の知見と高い見識に基
づく観点から、取締役会において適宜発言を行い、必
要に応じて説明を求め、また監査役会において適宜質
問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務の執
行に対する適切な監査を行っております。

杉 田 光 義 監査役 100.0％
12／12回

100.0％
10／10回

弁護士としての法務に関する豊かな経験と高い見識に
基づく観点から、取締役会において適宜発言を行い、
必要に応じて説明を求め、また監査役会において適宜
質問と意見の表明を行うことにより、独立役員として、
取締役の職務の執行に対する適切な監査を行っており
ます。この他に任意の諮問会議２回すべてに出席し、
適切な助言を行っております。

（注）１.軒名彰氏については、当社取締役に就任した2019年1月30日以降に開催された取締役会に関する出
席状況を記載しております。

２.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 東陽監査法人
② 報酬等の額

　

支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,000千円

　

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠な
どが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

３.当社の重要な子会社のうち、台湾小原光学股份有限公司、台湾小原光学材料股份有限公司、OHARA
OPTICAL (M) SDN.BHD.、Ohara Corporation、OHARA GmbH、小原光学（香港）有限公司、
小原光学（中山）有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国における
これらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の法定監査を受けております。

　

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、

監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、解任及びその理由を
解任後最初に招集される株主総会において報告します。また、上記の場合のほか、会計監
査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認め
られる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案
内容を決定します。
④ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要）

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制及び方
針」について取締役会において決議しております。
その内容は、以下のとおりであります。

　
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長執行役員を委員長とする倫理・コンプライアンス委員会を設置し、全社

横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。当委員会が「企業倫理
の基本理念」に基づき制定した「行動規範ガイドライン」を、当社及びグループ各社の役
員及び全従業員が法令及び定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための行動規範と
する。また、その徹底を図るため、当社及びグループ各社の役員及び全従業員に対して、
教育等を定期的に実施する。業務監査室は倫理・コンプライアンス委員会と連携の上、コ
ンプライアンスの状況について監査を行う。これらの活動結果は、定期的に取締役会及び
監査役会に報告されるものとする。さらに、法令上疑義のある行為等について、従業員が
直接情報提供を行う手段として当社及びグループ各社は「社内通報制度・ヘルプライン」
を設置・運営する。
なお、反社会的勢力に対しては、「行動規範ガイドライン」において、「社会の秩序や市
民の安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切
関わらない。」という基本方針を定め、実際に反社会的勢力から威圧、業務妨害、不当要
求等がなされた場合は、当社及びグループ各社の対応統括部門を各総務部門とし、倫理・
コンプライアンス委員会の監督のもと、顧問弁護士、警察等とも緊密な連携を図り、会社
組織として反社会的勢力との関係を断固遮断する。また、平素より外部専門機関等から反
社会的勢力に関する情報の収集に努める。

　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存す
る。取締役及び監査役は文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとす
る。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスク
については、当社及びグループ各社にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニ
ュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はリ
スク管理委員会が行うものとする。

　
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
　イ．職務権限及び意思決定ルールの遵守
　ロ．社内取締役を主な構成員とする経営会議及び役員連絡会の設置・運営
ハ．中期経営計画に基づき、当社及びグループ各社別に目標及び予算を策定し、適時に
評価するためのＩＴを活用した月次・四半期業績管理の実施

　ニ．経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
　ホ．グループ全体の効率経営を促進し、企業集団としての健全な経営と相互の発展

を図るため、関係会社管理規程を制定する。
　

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　イ．子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、当社の定める関係会社管理規

程等に基づき、当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。また、業績について
は定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制
を構築する。

　ロ．当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社に内部統制委員会を
設置すると共に、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有
化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

　ハ．当社取締役、各部門長及びグループ各社の社長は、当社及びグループ各社の業務執
行の適正を確保するための内部統制の確立と運用について権限と責任を有する。

　ニ．当社業務監査室は、当社及びグループ各社の業務監査を実施し、その結果を内部統
制委員会ならびに当社及びグループ各社の業務執行責任者に報告し、内部統制委員
会は必要に応じて、内部統制の改善策の指示、実施の支援・助言を行う。
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⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査業務を効率的に行うため、業務監査室に所属する人員を補助使用人とし
て、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。当該補助使用人の職務執
行については、監査役が取締役以下当該補助使用人の属する組織の上長等と業務執行の優
先順位を協議することにより、また、補助使用人の人事異動・人事考課等については、代
表取締役社長執行役員が事前に監査役と協議することによって、当該補助使用人の取締役
からの独立性を確保するものとする。

　
⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制、報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社及びグループ各社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループに重大な影響を及
ぼす事項、内部監査の実施状況、「社内通報制度・ヘルプライン」による通報状況及びそ
の内容、その他監査役が報告すべきものと定めた事項を適時・適切に報告する体制を整備
する。なお、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いは一切行わない。また、
監査役が出席する会議については、会議招集通知・議事録回付等の措置が適切に行われ、
監査役が定期的に閲覧する資料については、関係資料の回付等の措置が適切に行われる体
制を構築する。

　
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査をより有用なものとするため、監査役と代表取締役及びその他の取締役との
間で適時に意見交換会を設定する。また、業務監査室の他、監査役の個別の指示に基づ
き、総務部門、経理部門、経営企画部門が監査役の監査実施を適宜補助する体制を構築す
るとともに、監査役は、必要に応じて会社の費用で、弁護士、会計士、税理士等の専門知
識を有する者から監査業務に関する助言を独自に受けられる体制を構築する。
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　（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　イ．当該方針に記載の項目については、既に基本的な制度や仕組みを整えており、

引き続き、適切な運用を行っております。
　ロ．倫理・コンプライアンス管理規程に基づくヘルプライン窓口（内部通報窓口）

については、当社及びグループ各社にてそれぞれ周知し、その活用が図られて
おり、倫理・コンプライアンス委員会及び取締役会において、その内容が報告
されております。

　ハ．（１）業務監査室は、内部監査規程に基づき、監査役とも連携を図り、第111期に
おいて10回の内部監査を実施いたしました。
（２）上記（１）の活動結果は、業務監査室より、内部統制委員会を通して、取締
役会に報告されております。また、監査役会には、活動状況の報告がなされており
ます。

　二．当社及びグループ各社の役員及び全従業員が法令及び定款ならびに社会規範を遵守
した行動をとるための行動規範である「行動規範ガイドライン」を作成するととも
に、その徹底を図るため、教育等を実施しております。

　 第111期においては、役員向けコンプライアンス研修として「取締役の内部統制構
築義務」をテーマに１回、全社員向けコンプライアンス研修として、内部通報制度
の適正な運用を目的とした「内部通報（ヘルプライン）ガイドライン」説明会を延
べ５回実施いたしました。
また、安全保障貿易管理研修として当社の輸出関連業務担当者を対象に延べ２回実
施するとともに、子会社（２社）にも実際に赴き実施いたしました。

　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会規程、情報システム運用規程、文書管理規程等に基づき、取締役会、経営会議
等の議事録・会議書類、個人情報及び機密情報等の適切な保存及び管理を行っておりま
す。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　イ．リスク管理規程に基づき、グループ全体を対象としたリスク管理体制を整えてお

り、リスクの洗い出し及び見直しを行い、その対策の立案と実施を行っておりま
す。

　ロ．リスク管理委員会を開催し、イ．の活動に関するレビューを行うなどグループ全体
のリスク管理体制の強化に努めております。

　
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　イ．取締役会は、社外取締役４名（うち独立社外取締役２名）を含む取締役８名で構成

され、社外監査役３名を含む監査役４名も出席しております。
　ロ．取締役会規程等に基づき、第111期においては取締役会12回、経営会議14回等を

開催いたしました。
　ハ．当社及びグループ各社の業績については、業務報告やＩＴの活用によってタイムリ

ーな把握に努めており、適時に評価する体制を整えております。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程に基づき、子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、当社

への事前協議等が行われる体制としております。また、業績については定期的に、業務上
重要な事項が発生した場合には都度、当社に報告が行われる体制としております。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該補助使用人の人事異動・人事考

課等については、事前に代表取締役と監査役が協議しております。
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⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制、報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保
するための体制
　イ．監査役は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人より、当社及びグループに重

大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「社内通報制度・ヘルプライン」に
よる通報状況及びその内容、その他監査役が報告すべきものと定めた事項等につい
て、報告を受けております。

　ロ．倫理・コンプライアンス管理規程において、内部通報を行った者に対して不利益を
課さないことを保証する旨規定しております。

　ハ．取締役会、経営会議等の監査役が出席する会議については、会議招集通知や議事録
の回付等を適切に行っております。また、監査役が定期的に閲覧する資料について
も、関係資料の回付を適切に行っております。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、社外監査役３名を含む監査役４名で構成されております。監査役会は第

111期において10回開催し、監査に関する重要な事項について常勤監査役他より報告を
受け、協議・決議を行っております。
　また、監査役は、監査役監査を有用なものとするため、代表取締役及びその他の取締役
と適時意見交換の場を設けております。

（6）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、経営基盤の強化と今後の事業拡大のため、必要な内部留保を充実しつつ、株主

の皆様に対する安定かつ継続的な利益還元を実施して行くことを基本方針としております。
当社は定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けておりますが、

第111期の期末配当は、株主の皆様のご意向を直接伺う機会を確保するため、株主総会の決
議事項としております。

（7）会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（2019年10月31日現在）
（単位：千円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

29,795,385
11,507,306
4,686,032
1,429,235
3,552,943
5,216,888
2,812,283
173,000
478,300
△60,605

25,240,701
18,881,057
5,405,786
3,634,328
9,018,897
308,645
513,398
392,959
5,966,684
5,304,669
82,090
253,461
326,463

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
資 産 除 去 債 務
未 払 金
そ の 他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 に 係 る 負 債
役 員 株 式 給 付 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

7,717,745
1,018,311
303,221
2,334,907
247,452
321,330
631,582
60,287

1,417,606
798,277
584,768
5,504,415
1,249,060
1,001,680
1,415,068
1,448,186
70,210
24,040
89,837
206,330

負 債 合 計 13,222,160
純 資 産 の 部

株 主 資 本 40,519,064
資 本 金 5,855,000
資 本 剰 余 金 7,959,708
利 益 剰 余 金 28,207,633
自 己 株 式 △1,503,277
その他の包括利益累計額 1,294,862
その他有価証券評価差額金 1,900,894
為 替 換 算 調 整 勘 定 179,620
退職給付に係る調整累計額 △785,653
純 資 産 合 計 41,813,926

資 産 合 計 55,036,087 負 債 純 資 産 合 計 55,036,087
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連 結 損 益 計 算 書
　

（2018年11月１日から2019年10月31日まで）
（単位：千円）

　

科 目 金 額
売 上 高 23,407,219
売 上 原 価 16,395,075
売 上 総 利 益 7,012,143
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,111,099
営 業 利 益 901,044
営 業 外 収 益
受 取 利 息 55,513
受 取 配 当 金 177,557
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 19,386
そ の 他 118,499 370,957

営 業 外 費 用
支 払 利 息 24,908
固 定 資 産 除 却 損 12,151
為 替 差 損 80,366
そ の 他 7,857 125,284

経 常 利 益 1,146,716
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,183,422 2,183,422

特 別 損 失
減 損 損 失 44,856
関 係 会 社 整 理 損 1,623,551 1,668,408

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,661,730
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 685,487
法 人 税 等 調 整 額 509,970 1,195,457

当 期 純 利 益 466,272
親会社株主に帰属する当期純利益 466,272
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連結株主資本等変動計算書
　

（2018年11月１日から2019年10月31日まで）
（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

2018年11月１日 期首残高 5,855,000 7,930,785 28,473,257 △1,488,935 40,770,107

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △ 731,896 △ 731,896

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 466,272 466,272

自 己 株 式 の 取 得 △ 71,641 △ 71,641

自 己 株 式 の 処 分 28,923 57,299 86,222

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － 28,923 △ 265,623 △ 14,341 △ 251,042

2019年10月31日 期末残高 5,855,000 7,959,708 28,207,633 △ 1,503,277 40,519,064
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2018年11月１日 期首残高 3,119,607 3,405 904,991 △757,678 3,270,325 44,040,432

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 － △ 731,896

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 466,272

自 己 株 式 の 取 得 － △ 71,641

自 己 株 式 の 処 分 － 86,222

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △ 1,218,712 △ 3,405 △ 725,370 △ 27,974 △ 1,975,463 △ 1,975,463

連結会計年度中の変動額合計 △ 1,218,712 △ 3,405 △ 725,370 △ 27,974 △ 1,975,463 △ 2,226,506

2019年10月31日 期末残高 1,900,894 － 179,620 △ 785,653 1,294,862 41,813,926
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貸 借 対 照 表
　

（2019年10月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
関 係 会 社 立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

12,840,230
2,392,603
78,492

1,126,677
2,007,364
1,652,990
3,730,397
721,919
20,993
332,486
841,500
141,432
29,123

△235,751
25,429,990
13,139,823
1,801,500
2,107,147

7,976
8,761,904
24,029
437,264
370,389
70,768
299,621

11,919,776
1,243,926
5,622,899
1,235,910
3,735,000
156,459
22,699
△97,118

流 動 負 債 5,049,395
支 払 手 形 118,537
電 子 記 録 債 務 240,041
買 掛 金 366,057
短 期 借 入 金 850,000
１年以内返済予定の長期借入金 705,600
リ ー ス 債 務 197,649
未 払 金 449,862
未 払 費 用 105,500
未 払 法 人 税 等 91,647
預 り 金 23,193
賞 与 引 当 金 251,472
役 員 賞 与 引 当 金 4,400
関係会社整理損失引当金 1,354,525
固 定資産購入支払手形 97,059
固定資産購入電子記録債務 192,030
そ の 他 1,818
固 定 負 債 3,910,783
長 期 借 入 金 1,039,200
リ ー ス 債 務 808,174
長 期 未 払 金 152,470
繰 延 税 金 負 債 839,972
退 職 給 付 引 当 金 889,731
役 員 株 式 給 付 引 当 金 70,210
環 境 対 策 引 当 金 20,315
資 産 除 去 債 務 89,837
そ の 他 870
負 債 合 計 8,960,178

純 資 産 の 部
株 主 資 本 27,409,146
資 本 金 5,855,000
資 本 剰 余 金 7,959,521
資 本 準 備 金 7,930,598
そ の 他 資 本 剰 余 金 28,923
利 益 剰 余 金 15,097,902
利 益 準 備 金 125,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 14,972,902
研 究 基 金 313,000
固定資産圧縮積立金 47,107
別 途 積 立 金 10,660,500
繰 越 利 益 剰 余 金 3,952,294

自 己 株 式 △1,503,277
評価・換算差額等 1,900,894
その他有価証券評価差額金 1,900,894
純 資 産 合 計 29,310,041

資 産 合 計 38,270,220 負 債 純 資 産 合 計 38,270,220

2019年12月19日 17時14分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 40 ―

損 益 計 算 書
　

（2018年11月１日から2019年10月31日まで）
（単位：千円）

　

科 目 金 額
売 上 高 13,051,262
売 上 原 価 10,559,162
売 上 総 利 益 2,492,099
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,856,122
営 業 損 失 1,364,023
営 業 外 収 益
受 取 利 息 30,675
受 取 配 当 金 1,645,318
そ の 他 162,653 1,838,648

営 業 外 費 用
支 払 利 息 25,896
試 作 品 加 工 代 12,206
固 定 資 産 除 却 損 543
為 替 差 損 37,582
そ の 他 5,269 81,498

経 常 利 益 393,127
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,183,422
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 282,882 2,466,304

特 別 損 失
減 損 損 失 25,433
関 係 会 社 株 式 評 価 損 36,990
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 235,167
関係会社整理損失引当金繰入額 1,354,525 1,652,117

税 引 前 当 期 純 利 益 1,207,314
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 195,761
法 人 税 等 調 整 額 510,487 706,248

当 期 純 利 益 501,065
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株主資本等変動計算書
　

（2018年11月１日から2019年10月31日まで）
（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金
研 究 基 金 固定資産圧縮

積 立 金
別 途
積 立 金

2018年11月１日 期首残高 5,855,000 7,930,598 － 7,930,598 125,000 313,000 50,991 10,660,500
事業年度中の変動額
固定資産圧縮積立金取崩 － △3,883
剰 余 金 の 配 当 －
当 期 純 利 益 －
自己株式の取得 －
自己株式の処分 28,923 28,923
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 － － 28,923 28,923 － － △3,883 －
2019年10月31日 期末残高 5,855,000 7,930,598 28,923 7,959,521 125,000 313,000 47,107 10,660,500
　

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産
合 計

利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰 余 金
2018年11月１日 期首残高 4,179,242 15,328,733 △1,488,935 27,625,396 3,119,607 3,405 3,123,012 30,748,409
事業年度中の変動額
固定資産圧縮積立金取崩 3,883 － － － －
剰 余 金 の 配 当 △731,896 △731,896 △731,896 － △731,896
当 期 純 利 益 501,065 501,065 501,065 － 501,065
自己株式の取得 － △71,641 △71,641 － △71,641
自己株式の処分 － 57,299 86,222 － 86,222
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) － － △1,218,712 △3,405 △1,222,118 △1,222,118

事業年度中の変動額合計 △226,947 △230,831 △14,341 △216,250 △1,218,712 △3,405 △1,222,118 △1,438,368

2019年10月31日 期末残高 3,952,294 15,097,902 △1,503,277 27,409,146 1,900,894 － 1,900,894 29,310,041
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連結計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2019年12月９日

株式会社オハラ
　取締役会 御中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 佐 山 正 則 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 中 野 敦 夫 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オハラの2018年11月１日から2019年10
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社オハラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2019年12月９日

株式会社オハラ
　取締役会 御中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 佐 山 正 則 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 中 野 敦 夫 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オハラの2018年11月１日から
2019年10月31日までの第111期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実

施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書
当監査役会は、2018年11月１日から2019年10月31日までの第111期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役監査の基準に準拠し、監査役会が定めた、当期の監査の方針、監査
計画に従い、取締役、業務監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役、業務監査部門その他の使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役、業務監査部門その他の使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに監視及び検証をいたしました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内
部統制については、取締役会への担当取締役による内部統制委員会活動報告及び業務
監査部門、会計監査人からの当該内部統制の評価と監査の状況の報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会計の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年12月12日
株 式 会 社 オ ハ ラ 監 査 役 会

常勤監査役 久保田 桂 詞 ㊞
社外監査役 三 上 誠 一 ㊞
社外監査役 長 島 和 彦 ㊞
社外監査役 杉 田 光 義 ㊞

　
以 上
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〈メ モ 欄〉
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ご 案 内 図
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